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埼玉ナビゲーション
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埼玉県地球温暖化対策実行計画

概要版

埼　玉　県

計画策定に当たって
　地球温暖化の影響は私たちの足元にまで迫っています。その対策が待っ
たなしの状況となった今、県民総ぐるみで英知を集めて対応していくこと
が必要です。
　そこで、ここに地球温暖化対策の視点から2050年の本県のあるべき姿
を描き、その達成に向けた中期的目標と実現のための施策を示す「ストッ
プ温暖化・埼玉ナビゲーション2050」を策定しました。
　この計画が、埼玉県における低炭素社会の実現に向けた、地球温暖化対
策のための航海図（ナビゲーション）となることを願っています。

平成21年3月

地球温暖化の現状
●温暖化が進行することで、様々な分野で影響が発生する可能性が指摘されています。

● 本県の温室効果ガス排出量を見ると、全体の
96.5％を二酸化炭素が占め、その部門別内訳は
右図のとおりとなっています。 

ヒマラヤの氷河の後退 日本の夏期（6・7・8月）の
豪雨日数の変化

強い台風の増加

埼玉県における二酸化炭素排出量
（部門別）

熊谷気象台の年平均気温の上昇
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1,586万t
（38.3％）

家庭部門
762万t
（18.4％）

業務部門
610万t
（14.7％）

運輸部門
1,049万t
（25.3％）

廃棄物部門
139万t（3.4％）

世界では

出典：「全国地球温暖化防止活動
推進センターホームページ」
（http://www.jccca.org/）

出典：「国土交通省関東地方整備局
横浜国道事務所ホームページ」

出典：気象庁「異常気象レポート2005」
出典：「地球温暖化の埼玉県への影響」

(埼玉県環境科学国際センター)

（ヒートアイランド現象なども影響）

※平成19年8月16日
　国内観測史上最高となる40.9℃を観測

日本では 埼玉県では
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■各種対策

目指すべき将来像 埼玉県地球温暖化対策推進条例の制定

温室効果ガスの削減目標

計画期間

　県民総ぐるみでの地球温暖化対策を進めていくために、平成21年3月、新たな条例
を制定しました。
　条例では、県民、事業者、環境保全活動団体、行政の各主体がそれぞれの責任と役
割を果たしつつ、協働して地球温暖化対策を推進し、生活の豊かさを実感できる低炭
素社会を目指すことを定めています。

目指すべき将来像の実現に向け、
　　　　における埼玉県の
温室効果ガス排出量を

します。

2009（平成21）年度から2020（平成32）年度までの12年間とします。
（中間年である2014（平成26）年度中に見直しを行います。）

2005年比　25％　削減

を目指します。

2005年

4,296

25％
削減

2020年対策後

3,222

（万ｔ-CO2）

　（温室効果ガス排出量）　

平成21年 3月

埼玉県環境部温暖化対策課
〒330－9301　さいたま市浦和区高砂3－15－1
ＴＥＬ：048－830－3037　ＦＡＸ：048－830－4777
E-mail：a3030-01@pref.saitama.lg.jp
HP：http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BE00/index.html

　※低炭素社会とは：二酸化炭素などの温室効果ガスを自然が吸収できる範囲にとどめる社会

協　力 協　働

■各主体の責務

事業活動における
地球温暖化対策 地球温暖化対策計画の作成・提出　など

建築物の新築等に係
る環境配慮 建築物環境配慮計画の作成・提出　など

自動車使用に伴う温室
効果ガスの排出抑制 自動車地球温暖化対策計画の作成・提出　など

環境物品等の購入等
の促進

電気機器等の省エネルギー性能の表示・説明
など

報
告
徴
収
・
立
入
検
査
・
勧
告
・
公
表

・再生可能エネルギーの利用　　　・森林及び身近な緑の保全等　　　　　　
・廃棄物の発生の抑制等　　　　　・地球温暖化の防止に関する学習の振興等  

地球温暖化対策推進条例のしくみ

目　的 低炭素社会を実現し、良好な環境を将来の世代に引き継ぐ

県
・温暖化対策の総合的・
　計画的推進
・温暖化対策の率先実行

事業者
・自主的・積極的な温暖
　化対策の実施

県　民
・日常生活での自主的・
　積極的な温暖化対策へ
　の取組

環境保全活動団体
・温暖化防止への理解
　促進

推進体制 国、他の地方公共団体との連携協力、市町村への支援　など

県の地球温暖化対策
・ 事業活動や日常生活
における温室効果ガ
ス排出抑制対策
・ 事業者、県民、環境
保全活動団体等への
指導・助言

など

⬅

　　　　における埼玉県の
温室効果ガス排出量を
2020年

およそ2050年に再生したみどりと川に彩られた
低炭素な田園都市の集合体



削減目標達成に向けた 3 つの推進方策

温暖化対策の 7 つのナビゲーション

地球温暖化への適応

地域総ぐるみでの対策の推進地域総ぐるみでの対策の推進地域総ぐるみでの対策の推進 低炭素社会実現に向けた好循環の創出低炭素社会実現に向けた好循環の創出低炭素社会実現に向けた好循環の創出 広域的な温暖化対策の推進広域的な温暖化対策の推進広域的な温暖化対策の推進

県民、事業者、環境保全活動団体、行政などが地域総ぐるみで推進

埼玉県地球温暖化対策推進条例

県内市町村 八都県市との連携

●八都県市「地球温暖化対策特別部会」
　を活用し優れた対策を広域的に実施
●市町村との連携強化

全国へと
ムーブメントを
拡大

好循環の発生

事業者の温室効果ガス削減を促し、低炭素型社会を先進的に切り開く活力ある産業社会を構築します。
＜県内企業の対策促進・支援の充実＞
　●中小企業における省エネルギー対策の促進
　●事業者の省エネルギー対策を促進するインセンティブの検討
　●環境関連ビジネスの振興　　など
＜大規模事業者への対策＞
　●目標設定型排出量取引制度の創設
　●エコアップ宣言の対象拡大（チェーン展開している場合などに事業者単位で合算）　　など

❶ 低炭素型で活力ある産業社会づくり

主な施策

基本的な考え方 主な適応策

快晴日数日本一などの本県の地域特性を活かし低炭素で地球にやさしい再生可能エネルギーの普及に努めます。
＜太陽エネルギーの導入促進＞
　●住宅用太陽光発電の飛躍的な普及促進
　●大規模建物の新築時における太陽光発電の導入要請　　など
＜多様なエネルギー源の活用＞

❹ 低炭素で地球にやさしいエネルギー社会への転換

主な施策

都市と田園の両方の魅力を備える持続可能な低炭素社会を実現していきます。
＜低炭素型まちづくり＞
　●地球温暖化対策に地域を挙げて取り組む市町村の支援
　●交通需要マネジメントの推進
　●環境に配慮した産業団地の整備　　など
＜みどりと川の再生＞
　●「彩の国みどりの基金」を活用した身近な緑の保全・創出　　など

❺ 低炭素で潤いのある田園都市づくり

主な施策

県内の豊かな森林を林業振興を通じて整備するとともに、県民の参加を得ながら積極的に整備・保全に取り組みます。

　●適正な森林整備の推進　　など

❻ 豊かな県土を育む森林の整備・保全（CO2吸収源対策）

主な施策

子どもたちをはじめ幅広い世代を対象とした、多様な主体の参加による環境教育・環境学習などを実施します。

　●児童・生徒への環境教育　●環境学習の地域展開　●国際協力の推進　　など

❼ 低炭素社会への環境教育の推進

主な施策

日常のビジネス現場のあらゆる場面で温暖化対策の視点での見直しを促進します。
＜業務・オフィススタイルの見直し＞
　●深夜化するビジネススタイル・ライフスタイルの見直し　　など
＜建築物・設備の低炭素化＞
　●新築建物における省エネ・環境性能の向上（建築物環境配慮計画制度の導入）
　●環境に配慮した建築物に対するインセンティブの付与　　など
＜運輸・物流の低炭素化＞
　●次世代自動車、低燃費車の導入促進
　●自動車使用者等への環境負荷低減策の促進・大規模集客施設等への環境配慮の促進　　など

❷ 低炭素型ビジネススタイルへの転換

主な施策

県民のライフスタイルに「低炭素」の視点が取り入れられることを促進します。
＜ライフスタイルの見直し＞
　●県民ムーブメントの喚起　　　　　●次世代自動車、低燃費車の導入促進
　●省エネ家電・設備等の普及促進　　●建築物の環境性能の向上
　●深夜化するビジネススタイル・ライフスタイルの見直し　　など
＜CO2排出量の「見える化」と削減行動の促進＞
　●エコライフDAY（一日環境家計簿）の拡大　　など

❸ 低炭素型ライフスタイルへの転換

主な施策

首都圏から全国に広がるムーブメント

今後数十年間は温暖化の影響を回避することは困難とされていることから、ある程度の温暖化の進行に伴う影響への「賢い適応」が必要となります。
行政各分野別施策における温暖化「適応」の視点からの検討、長期的・総合的な政策判断、
相乗効果の高い施策の展開

各種災害予測地図での情報提供、熱中症対策、温暖化に対応する農業の取組　　など

各主体の協働による
温暖化対策の強化

県　民

NPO

事業者 行　政

県民の環境に対する
意識の向上

新たな商品
サービスの提供

企業の技術開発・商品開発

ライフスタイルの変革

埼玉県



早期に取り組むべき 7 つの重点施策

エコライフDAYやエコ
ポイント制度の普及促進

ビジネススタイル・
ライフスタイルの見直し

太陽光発電の普及拡大

みどりと川の再生

　エコライフＤＡＹ（一日環境家
計簿）の一層の拡大などにより、
日常行動での温暖化対策への動機
づけを高めていきます。

　地域の実情を踏まえた上で、深
夜における営業時間の短縮やネオ
ンサイン、自動販売機のライトダ
ウン等について、事業者、地域住
民、行政が連携して取り組みます。
　

　快晴日数日本一の本県の地域特
性をアピールし、住宅用太陽光発
電への独自の補助制度などにより
太陽光発電の飛躍的な普及拡大を
図ります。

　「彩の国みどりの基金」を活用
し、森林の保全や都市の緑化など
のみどりの再生を進めます。
　また、「埼玉の川・愛県債」を
財源として、生態系や自然環境に
配慮した川の再生も進めます。

エ
コ
ラ
イ
フ
の
例

野菜などの食料品は、
近くの産地のものを買った。

レジ袋はもらわなかった。

自動車を使わずに徒歩・
自転車・バス・電車を
使った。

冷房の設定温度を１度
高くした。

エコポイント制度の導入検討

エコライフＤＡＹの普及促進

●ＣＯ２削減に対し、インセンティブを付与する仕組み
・協力企業・地域等への働きかけ
・制度設計に当たっての関係団体との調整

現状 各主体の連携 ライフスタイル・
ビジネススタイルの

見直し

地域 事業者

自治体

○営業の長時間化

○営業形態の多様化

○ネオンサインの増加 連携

・状況把握
・見直し事項の検討

など◇環境への負荷の増加

事業者への導入支援
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大規模建物への太陽光発電の導入の検討要請

住宅用太陽光発電の導入促進

県による太陽光発電の率先導入

電力の固定価格買取制度の導入を国に要請

住みやすく環境にやさしいゆとりの田園都市　埼玉

「川の再生」

県民、企業等
からの寄附

埼玉の川・愛県債

連携

県民等
による購入

「みどりの再生」

彩の国みどりの基金
（約14億円）

自動車税収入額の
1.5％相当額

500
円

エコライフDAY・エコポイント制度

ビジネススタイル・ライフスタイルの見直し

目標設定型排出量取引制度の創設

建築物の環境性能向上

自動車交通の環境負荷低減

　県は各事業所ごとに二酸化炭素
の排出削減目標を提示するととも
に、達成状況について公表します。
　事業所は、自らの削減実績に応
じて排出量取引を行うことができ
るようにします。
　制度は他自治体と共通化し、広
域で実施していくことを目指しま
す。

  一定規模以上の建築物の新築又
は増築等をしようとする者は、環
境配慮計画を作成し、知事に提出
します。
  この計画では、建築物総合環境
性能評価システムなどを活用し、
県が対象建築物の評価を公表しま
す。

　次世代自動車、低燃費車の普及
やエコドライブの一層の推進を進
めていきます。
　また、運輸部門の対策を、自家
用自動車などの家庭系対策と、事
業系対策の両面から推進します。
　さらに、公用車の更新時には原
則として次世代自動車を導入する
など、県が普及の先導を務めます。

大規模事業者（エコアップ宣言事業者）

県

排出量取引

排出量の報告 県による公表

③

第三者認証機関
○県が認定
○事業者の排出量等の認証

売却 購入

削
減
目
標
量

削
減
目
標
量

①

削減目標の提示 ②

排出量
削減量

削減量

排出量
超過排出量

（原油換算年間1500kl以上のエネルギー使用事業者等）

※他の自治体と制度を共通化し、
　広域的な実施を目指す。

受付・審査

審　

査　

項　

目

（対象）

一定規模以上

※延べ床面積
　2,000㎡以上

の建築物

新築・改築

県届出 県による公表

建築物の評価公表

環境配慮建築物への
プラス評価

① ②
省エネ性能

太陽光等

資源有効利用

ヒートアイランド対策
環境に配慮した
建築物の増加

自動車地球温暖化対策実施方針の作成・提出
※従業員が300人以上の荷主
※用途床面積が10,000㎡以上の集客施設
※従業員が300人以上で、うち50％以上がマイカー通勤して
　いる事業者

エコドライブの実施努力

①一定割合の低燃費車の導入
　※自動車を200台以上使用する事業者
②自動車地球温暖化対策計画の作成・提出
　※自動車を30台以上使用する事業者

更新時には原則として次世代自動車に

一定規模以上の荷主
一定規模以上の集客施設
マイカー通勤者が多い事業者

県の公用車

一定台数以上の自動車を
使用する事業者

全ての
自動車運転者

目標設定型排出量取引制度（案）のイメージ

建築物環境配慮計画書制度（案）のイメージ

自動車交通に関する対策

太陽光発電の普及促進

みどりと川の再生



■各種対策

目指すべき将来像 埼玉県地球温暖化対策推進条例の制定

温室効果ガスの削減目標

計画期間

　県民総ぐるみでの地球温暖化対策を進めていくために、平成21年3月、新たな条例
を制定しました。
　条例では、県民、事業者、環境保全活動団体、行政の各主体がそれぞれの責任と役
割を果たしつつ、協働して地球温暖化対策を推進し、生活の豊かさを実感できる低炭
素社会を目指すことを定めています。

目指すべき将来像の実現に向け、
　　　　における埼玉県の
温室効果ガス排出量を

します。

2009（平成21）年度から2020（平成32）年度までの12年間とします。
（中間年である2014（平成26）年度中に見直しを行います。）

2005年比　25％　削減

を目指します。

2005年

4,296

25％
削減

2020年対策後

3,222

（万ｔ-CO2）

　（温室効果ガス排出量）　

平成21年 3月

埼玉県環境部温暖化対策課
〒330－9301　さいたま市浦和区高砂3－15－1
ＴＥＬ：048－830－3037　ＦＡＸ：048－830－4777
E-mail：a3030-01@pref.saitama.lg.jp
HP：http://www.pref.saitama.lg.jp/A09/BE00/index.html

　※低炭素社会とは：二酸化炭素などの温室効果ガスを自然が吸収できる範囲にとどめる社会

協　力 協　働

■各主体の責務

事業活動における
地球温暖化対策 地球温暖化対策計画の作成・提出　など

建築物の新築等に係
る環境配慮 建築物環境配慮計画の作成・提出　など

自動車使用に伴う温室
効果ガスの排出抑制 自動車地球温暖化対策計画の作成・提出　など

環境物品等の購入等
の促進

電気機器等の省エネルギー性能の表示・説明
など

報
告
徴
収
・
立
入
検
査
・
勧
告
・
公
表

・再生可能エネルギーの利用　　　・森林及び身近な緑の保全等　　　　　　
・廃棄物の発生の抑制等　　　　　・地球温暖化の防止に関する学習の振興等  

地球温暖化対策推進条例のしくみ

目　的 低炭素社会を実現し、良好な環境を将来の世代に引き継ぐ

県
・温暖化対策の総合的・
　計画的推進
・温暖化対策の率先実行

事業者
・自主的・積極的な温暖
　化対策の実施

県　民
・日常生活での自主的・
　積極的な温暖化対策へ
　の取組

環境保全活動団体
・温暖化防止への理解
　促進

推進体制 国、他の地方公共団体との連携協力、市町村への支援　など

県の地球温暖化対策
・ 事業活動や日常生活
における温室効果ガ
ス排出抑制対策
・ 事業者、県民、環境
保全活動団体等への
指導・助言

など

⬅

　　　　における埼玉県の
温室効果ガス排出量を
2020年

およそ2050年に再生したみどりと川に彩られた
低炭素な田園都市の集合体




